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農林水産省登録 

   第２１３１８号 

植物成長調整剤 

ＳＴジベラ錠 

ジベレリン水溶剤 

 
平成28年4月20日付けで以下の適用拡大が登録されました。 

 

【変更内容】 

・作物名「ぶどう（2倍体欧州系品種）[無核栽培]」を「ぶどう（シャインマスカットを除く2倍体欧

州系品種）[無核栽培]」と「ぶどう（シャインマスカット）[無核栽培]」に分離する。 

・作物名「ぶどう（シャインマスカット）[無核栽培]」に使用目的「果房伸長促進」を追加し、ジベ

レリンを含む農薬の総使用回数「2回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計4回以内」を

「3回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計5回以内」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

次頁へ続く 

作物名 使用目的 使用濃度 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用回数

使用方法 
ｼ゙ ﾍ゙ ﾚﾘﾝを 
含む農薬の
総使用回数

ぶどう 
（シャインマス
カットを除く 

2倍体 
欧州系品種） 
[無核栽培] 

無種子化 
果粒肥大促進 

第１回目 

ジベレリン 

25ppm 

第2回目 

ジベレリン 

25ppm 

－ 

満開時～満開3日後

（第１回目）及び満

開10～15日後 

(第2回目) 

2回、 

但し降雨等

により再処

理を行う場

合は合計

4回以内

第１回目：花房浸漬

第2回目：果房浸漬
2回以内、
但し降雨等
により再処
理を行う場
合は合計 
4回以内 

ジベレリン 

25ppm 

満開3～5日後 

（落花期） 

1回、 

但し降雨等

により再処

理を行う場

合は合計

2回以内

花房浸漬（ホルクロ

ルフェニュロン 

10ppm液に加用） 

ぶどう（シャイ
ンマスカット）
[無核栽培] 

無種子化 
果粒肥大促進 

第１回目 

ジベレリン 

25ppm 

第2回目 

ジベレリン 

25ppm 

満開時～満開3日後

（第１回目）及び満

開10～15日後 

(第2回目) 

2回、 

但し降雨等

により再処

理を行う場

合は合計

4回以内

第１回目：花房浸漬

第2回目：果房浸漬

3回以内、
但し降雨等
により再処
理を行う 
場合は合計
5回以内 

ジベレリン 

25ppm 

満開3～5日後 

（落花期） 

1回、 

但し降雨等

により再処

理を行う場

合は合計

2回以内

花房浸漬（ホルクロ

ルフェニュロン 

10ppm液に加用） 

果房伸長促進 
ジベレリン

3～5ppm 

30～100

L/10a 
展葉 3～5枚時 １回 花房散布 
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前頁より続く 

 

・作物名「ぶどう（キングデラ、ハニーシードレス、BKシードレスを除く３倍体品種）」に使用目的「果

房伸長促進」を追加し、ジベレリンを含む農薬の総使用回数「2回、但し降雨等により再処理を行う

場合は合計4回以内」を「3回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計5回以内」に変更す

る。 

作物名 使用目的 使用濃度 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用回数

使用方法 
ｼ゙ ﾍ゙ ﾚﾘﾝを 
含む農薬の
総使用回数

ぶどう（キング 
デラ、ハニーシ 
ードレス、BK 
シードレスを除 
く３倍体品種） 

着粒安定 

果粒肥大促進 

第１回目 

ジベレリン 

25～50ppm 

第2回目 

ジベレリン 

25～50ppm 

－ 

満開時～満開3日後

（第１回目）及び 

満開10～15日後 

(第2回目) 

2回、 

但し降雨等

により再処

理を行う場

合は合計

4回以内

第１回目：花房浸漬
第2回目：果房浸漬

3回以内、
但し降雨等
により再処
理を行う場
合は合計 
5回以内 

果房伸長促進 
ジベレリン 

3～5ppm 

30～100

L/10a 
展葉 3～5枚時 １回 花房散布 

 

・作物名「すだち」の使用目的「果皮の緑色維持」の使用濃度「ジベレリン10～25ppm」を「ジベレリ

ン5～25ppm」に変更する。 

作物名 使用目的 使用濃度 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用回数

使用方法 
ｼ゙ ﾍ゙ ﾚﾘﾝを 
含む農薬の
総使用回数

すだち 
果皮の緑色 

維持 
ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ 
5～25ppm 

50～400
L/10a 

収穫予定7～30日前 １回 果実散布 １回 

 

・作物名「りんどう」の使用目的「生育促進」に使用液量「1 株当り 5～10mL」、使用時期「収穫後」、

使用方法「切株散布」を追加する。 

作物名 使用目的 使用濃度 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用回数

使用方法 
ｼ゙ ﾍ゙ ﾚﾘﾝを 
含む農薬の
総使用回数

りんどう 

発芽促進 
ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ 

50～200ppm 
－ は種前 

１回 

種子浸漬 
2回以内 

(種子への処
理は１回以
内、は種後は
１回以内) 

生育促進 
ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ 
100ppm 

50～150
L/10a 

定植直前または 
定植1～5週間後 

茎葉散布 

1株当り
5～10 
mL 

収穫後 切株散布 

 

・作物名「ソリダゴ」を追加する。 

作物名 使用目的 使用濃度 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数
使用方法 

ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝを 

含む農薬の

総使用回数

ソリダゴ 生育促進 
ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ 

25ppm 

1株当り
1mL 

活着直後 

又は萌芽期 
１回 茎葉散布 １回 

 

 

 

 

 

 

次頁へ続く 
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前頁より続く 

 

使用上の注意事項の変更 

 

「花き」の「りんどう」 

「切株散布する場合は、翌年の萌芽に影響を与えないよう散布後は生育期間を十分に確保すること。」を 

追加する。 

 

「花き」の「ソリダゴ」 

「高温期の処理では効果を示さないので、低温期（１１～３月頃）に処理すること。」 

「処理により草丈および切り花重がやや低下することがある。」を追加する。 

 

 

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住友化学株式会社 


